
宮古島市長に対する抗議 

 

 宮古島市長は、住民訴訟で宮古島市を訴えた市民６人に対して、集会における発言を口

実として、名誉毀損による損害賠償請求をする議案を２０１９年９月議会に提出した。し

かし、住民が住民監査請求を提起し、その結果に基づいて住民訴訟で自治体を訴えること

は、地方自治法が認める正当な住民の権利であり、選挙制度と同様、住民による政治参加

の方法の一つとして、住民自治を支える基本的な制度である。宮古島市長による議案の提

出は、住民の権利の否定であって、反対意見への恫喝である。 

 宮古島市長は提訴の議案を一旦取り下げたが、提訴への意思は撤回していないばかりか、

「今後、原告側がどのような対応をするのか、市としては、その行動を注視し対処」する、

などとして、原告住民に対する恫喝の姿勢を崩していない。宮古島市長のこのような行動

がゆるされるとすれば、住民訴訟を用いた行政監視そのものが壊死すると考えざるを得な

い。これは宮古島市だけの問題ではなく、我が国の住民自治全体にかかわる、重大な問題

である。 

 私たち市民オンブズマンは、宮古島市長の暴挙に強く抗議し、提訴の判断を完全に撤回

すること、地方自治法が住民監査請求制度及び住民訴訟制度を規定していることの意味を

全国の自治体が改めて確認することを求め、住民による政治参加の自由のために全力を尽

くすことをここに決議する。 

 ２０１９年９月２９日 

第２６回市民オンブズ全国大会 in 岐阜参加者一同 

 


